
 ０ 

 

 

 
 

 

規約書 
 

 

 

       

 

               
 

 

 

 

 

ＭＦＣ 
     

 

ＷＡＫＥ・SOCCER・S・S 
 

 

          

 

 

 

 

 

 



 １ 

   和気サッカースポーツ少年団（ＭＦＣ） 

            保護者の会規約 

 

総 則 

  第 １条  本和気サッカースポーツ少年団（ＭＦＣ）保護者の会と称す。 

目 的 

  第 ２条  本会は、和気サッカースポーツ少年団（ＭＦＣ）の健全な育成の為の 

        母体となる事を目的とする。 

組 織 

  第 ３条  本会の会員は、少年団団員の保護者及びスポーツ少年団の目的に賛 

        同する者をもって組織する。 

役 員 

  第 4条  本会に次の役員を置く。 

           会長    １ 名    副会長    若干名 

           会計    １ 名    学年部長   各学年１名 

                        々 副部長  各学年１名 

役員の選出及び任務 

  第 ５条  前条の役員は、本会員の互選により選出する 

       ２.会長は、保護者の会を代表し、統括する。 

       ３.副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時はその職務を 

        代行する。 

       ４.会計は、本会の会計を処理する。 

       ５.学年は、各学年ごとの会員を総括する。 

役員の任期 

  第 ６条  役員の任期は１年とし、毎年４月１日より、翌年３月３１日迄 

        とする。 

会 議 

  第 ７条  本会議は、総会、役員会とし、会長が召集してその運営に当る。 

       ２.本会の会議は、和気サッカースポーツ少年団規約、第６章  

        第１７条・第１８条・第１９条の項に準ずる。 

会 計 

  第 ８条  本会は、保護者会費、寄付金、その他をもってこれに当てる。 

        和気サッカースポーツ少年団規約、第５章 第１４条・第１５条 

        ・第１６条の項に準ずる。 

規約の改正 

  第 ９条  本会規約の改正は、会議出席の３分の２以上の同意を得ねばならな 

        い。 
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附 則 

第１０条 活動中に生じた事故等でスポーツ障害保険適用以外の責任は、全て 

保護者で負担するものとする。 

 

第１１条 遠征等、遠距離活動における費用、自動車の使用、事故処理等は、 

『特別規則書』として、別に設ける事とする。 

 

 

 

 

 

 

  本規則は、  平成 ７年 ４月 ２０日 より施工する。 

 

           平成 ８年 ４月 ２０日  改正 施工 

 

           平成１４年 ４月 ２０日  改正 施工  

 

                     平成１８年 ４月 １５日  改正 施工     

 

平成２２年 ４月 ２０日  改正 施工 
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〔特別規則書〕 

遠征、遠距離活動における条項 

[定義] 

   和気小学校を起点に、片道 約４０Km 以上を遠距離活動とし、それ以内を 

   近距離活動とする。 

[費用] 

   （宿泊を伴う遠距離活動） 

１. 指導者の費用、宿泊等は、団費（保護者会費）にて賄う。 

２. 各種大会参加費等諸費用は、団費（保護者会費）にて賄う。 

３. 参加団員の諸費用は、参加団員の保護者にて、負担する。 

４. 団員引率保護者の諸費用（宿泊代、燃料代、他引率時経費）は、 

     保護者にて、負担する。但し、２名以内とする。 

   （宿泊をしない遠距離活動） 

１. 指導者の費用は、団費（保護者会費）にて賄う 

２. 各種大会参加費等諸費用は、団費（保護者会費）にて賄う 

３. その他諸費用は、保護者負担とする。 

[移動について] 

   （遠距離活動における移動方法） 

１. 原則的には、公的交通機関の利用が望ましい。 

２. 自家用乗用車利用の場合、その車両が搭乗者障害保険を含む任意 

保険に加入している事を絶対条件とする。 

３. 自家用乗用者に団員の相乗り乗車は、保護者間の互いの信頼関係 

にて成立するものである。従って、参加保護者は、責任を共有する 

ものである。 

[自家用乗用車使用] 

１. 使用、乗用者の任意保険については、前項通り。 

２. 違反、事故を起こした場合等の行政処分は、運転者の責任とする。 

３. 遠距離活動において、１日傷害保険等の短期保険の加入は、任意とする。但し、

保険内容、額、支払いについては、その都度協議実行する。 

４. 近距離活動における傷害保険加入任意とし、保護者協議の上、支払方法を含め決

定する。 

〔別 添〕 

 団   費 

 

   ６・５年生………… ２，５００円  （月額） 

   ４・３年生………… ２，２５０円  （月額） 

   ２年生以下………… ２，０００円  （月額） 

 

 会費（団費）は、団の運営、備品修理、団員の行事経費等々に使わせて頂きます。 

 

 会費（団費）の集金は、年度毎の協議とする、期中退団の場合でも返却致しません。 

（体験入団期間中は団費の徴収はしない。） 

  又、退団届の提出の無い場合は、請求致します。 


